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阪南市集団検（健）診事業（特定健診・若年健診）業務委託仕様書 

 
１．目的 

阪南市（以下、「発注者」という。）では、「健康増進法」、国が定める「がん予防重点健康教育

及びがん検診実施のための指針」、「高齢者の医療の確保に関する法律」、「予防接種法」等に基

づき、各がん検診及び特定健康診査、並びに各種検（健）診、後期高齢者医療健康診査（以下、

「検（健）診」という。）を実施し、疾病の早期発見・早期治療につなげるとともに、受診率が

向上するよう、検（健）診の受付方法や実施の方法などにおいて、市民が受診しやすい環境づ

くりに取り組んでいる。今後も、さらなる市民の健康の保持増進、疾病の早期発見・早期治療

につなげるため、より一層の受診率向上をめざし、発注者の方針や状況に応じた事業展開がで

きる経験豊富な実施機関へ業務委託し、事業実施することを目的とする。 

 

２．委託業務 

本仕様書は、保健センターでの集団検（健）診を対象とした業務とする。 

ア）特定健康診査（年度途中加入者を含む）（以下「特定健診」という。） 

イ）阪南市国民健康保険若年者健康診査（以下「若年健診」という。） 

 

３．法の遵守等   

（１）上記業務を実施するにあたり、「高齢者の医療の確保に関する法律」等、関係法令を遵守す

ること。 

（２）受注者の立地する都道府県の社会保険診療報酬支払基金から、特定健診・特定保健指導機

関番号を取得していること。 

（３）国が定める「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」第１６条並びに第１７

条及び厚生労働省告示第 11 号（平成 20 年 1 月 17 日）で定める要件を満たすこと。 

 
４．委託期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

５．実施場所 

阪南市立保健センター 

 

６．実施回数・想定人数 

実施時期等は、6月～1月 31 日の間とする。 

※保健センター開館時間：8時 45 分〜17 時 15 分 

※他の検（健）診とのセット検（健）診の場合であっても、受付から終了まで１人あたりの 

所要時間を９０分以内になるよう努めること。 

  ※検（健）診受付開始時間は、原則、午前は９時・午後は１時からとする。 
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【実施回数】 

別紙、日程表（参考１）を参考とする。原則、各実施項目において、別紙よりも回数及び同日

受診日が減少しないものとする。また、土日実施日を各１日以上設定する。 

【想定人数】 

ア）特定健診：1,600 人／年 

（詳細）貧血検査：120 人／年 

（詳細）心電図：700 人／年 

（詳細）眼底検査：730 人／年 

イ）若年健診：35人／年 

 

７．対象者 

ア）特定健診：当該年度内に４０歳から７４歳になる人で、受診当日に阪南市国民健康保

険被保険者である人 

イ）若年健診：２０歳から３９歳（但し、当該年度内に４０歳になる人を除く）の受診当

日に阪南市国民健康保険被保険者である人 

 

８．業務内容 

（１）準備等 

実施に伴う必要器具・物品の準備、業務に携わるスタッフの確保、当日の設営、受付事務、

会場整理、受診者案内、後片付け等は受注者が責任をもって行うこと。本業務を受託するに

あたり、受注者に所属する責任者を定めることとする。なお、検（健）診業務履行に際して、

責任者が常駐しない場合は、代理責任者を定めて、検（健）診が安全・的確に実施できるよ

う統括すること。 

また、検（健）診受診者への配付物については、事前に内容等を発注者と協議すること。 

（２）問診票等の送付 

受診に必要な問診票などの健診セットを予約者へ送付する。送付見込み件数は、抽選受付

約 1,300 件（５月末ごろ）、随時受付初回約 200 件（６月初旬ごろ）である。がん検診と同

時受診する予約者には、受診に必要な問診票、容器類なども同封して送付すること。 

また、発送作業においては、個人情報の取扱いに十分注意し、誤封入・誤発送のないよう

にすること。万一、誤封入・誤発送が起こった場合は、速やかに発注者に報告するとともに、

対応について、発注者と協議すること。 

（３）検査当日受付 

当日の受診者リスト（発注者が準備）をもとに健康保険被保険者証などで本人及び資格の

確認を行い、対象外の人への検（健）診は行わないこと。 

対象外と判明した場合は受診できない理由（検診日時点で国民健康保険の資格がない、対

象年齢ではない、受診条件に合致しない等）を説明し、別日程の案内が可能な場合はその旨

を本人に伝え、予約を行うため発注者職員に報告すること。また、健康手帳の発行を受けた
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ことのない人若しくは再発行が必要な人に対し、健康手帳（発注者が準備）を発行する。（な

お、健康手帳には受診する検（健）診項目に日付印と「阪南市」印を押印する。) 

（４）問診 

１）検（健）診の問診を下記項目について聴取するとともに必要に応じて受診勧奨等を行う

こと。 

ア）特定健診：現在の生活習慣や自覚症状、受療の状況や服薬状況などを聴取すること。 

イ）若年健診：現在の生活習慣や自覚症状、受療の状況や服薬状況などを聴取すること。 

２）問診終了後、順路について案内すること。 

（５）検（健）診の実施内容等について 

   ア）特定健診 イ）若年健診 

厚生労働省健康局「標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）」に準拠した方法で

実施すること。検査項目や内容等は、（別紙「特」－１）のとおりとする。 

（６）受診者への説明・案内・確認等 

   以下の内容について、受診者に説明・案内・確認等を行うこと。 

１）検（健）診は発注者が受注者に委託して行うものであり、結果は発注者において把握す

ることや個人情報の取扱いなどについて、十分な説明を行うこと。 

２）検（健）診の受診対象者でないことが後日判明した場合は、検（健）診費用の実費請求

が必要となることについて説明し、対象者であることの確認を確実に行うこと。 

３）検（健）診内容・注意事項の説明、受診者誘導については表示物などを用いて行うこと。 

４）検（健）診結果は書面で受診者に郵送により通知することを伝える。 

５）喫煙者には、指導パンフレット等（受注者が発注者に内容を確認し準備すること）を配

付し、禁煙及び防煙指導等、肺がんをはじめ生活習慣病予防に関する正しい知識の啓発

普及を行うこと。 

６）検査結果に、「要治療」「要精密検査」「要再検査」等の指示が出された場合には、必ず医 

療機関を受診する旨を対象者に説明すること。 

７）特定保健指導の対象者になった場合は市から個別通知が送付されるので、参加するよう

伝えること。 

８）検（健）診受診は継続して受診することが重要であることを説明すること。ただし、症

状がある場合は市の検（健）診ではなく、速やかに専門機関への受診勧奨を行うこと。 

９）予定の検査項目がすべて終了しているかを確認すること。 

（７）記録の保存 

１）標本は、５年間保存のこと。 

２）問診記録・検（健）診結果は、５年間保存のこと。 

３）本市からの依頼があれば速やかに提供すること。 

４）本市が指示した保存期間を経過した場合は、遅滞なく廃棄すること。 
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９．検（健）診当日の安全管理を含む実施体制及び苦情・事故等の対応 

業務にあたっては、マニュアルを作成のうえ、事前打ち合わせ時に発注者に提出し、点検を 

受けること。また、受診者の安全管理に努め、資機材、薬品その他の危険物の取扱い及び保管

等に配慮すること。 

検（健）診場所には責任管理者をおき、受診の際の安全管理を徹底し、混雑や緊急時に対応

できる体制（業務時間の延長などによる対応など）を全日程でとり、受診者からの苦情及び検

（健）診受診中の事故が発生しないように努めること。 

万一、苦情および事故が発生した際には受注者が誠意をもって対応し、問題解決を図るとと

もに、対応状況について速やかに発注者担当者に報告すること。対応後は、苦情又は事故内容

の経緯も含め、受注者の用意した様式に記録し、再発防止策と併せて提出すること。 

採血時のトラブル（痛み・腫れ等）については検（健）診終了後に問い合わせがある場合が

あるので、その場合は受注者でも対応（相談、説明等）ができる体制を整えておくこと。 

 

１０．検（健）診結果について 

受注者は発注者の指定する様式・電子媒体により毎月検（健）診結果判明後速やか（４週間

以内）に結果を発注者に報告の上、検査を受けるものとする。 

至急、医療機関受診が必要な場合など、郵送による報告より早く結果を知らせる必要がある

場合は、発注者へ連絡すること。また、その場合の結果は速やかに発注者へ郵送すること。 

上記の至急対応が必要な者と特定保健指導対象者以外の結果通知書については、受注者から

直接、４週間以内に受診者に郵送すること。 

また、発送作業においては、個人情報の取扱いに十分注意し、誤封入・誤発送のないように 

すること。万一、誤封入・誤発送が起こった場合は、速やかに発注者に報告するとともに、対

応について、発注者と協議すること。 

特定健診・若年健診の結果通知書には基本項目、詳細項目、市追加項目を含んで作成するこ

と。異常値を示している項目、異常値の程度及び異常値が持つ意義等を受診者に分かりやすく

記載すること。 

特定健診受診者については、健診結果を基に保健指導対象者の選定と階層化を行い、保健指

導対象者リストと結果通知書１部と健診受診者への結果送付分（封入まで）を市に提出するこ

と。 

なお、検（健）診結果の再発行の申し出が受診者よりなされた場合には、発注者の要請のも

と、それに応じた結果通知書を発行すること。 

  がん検診との同時受診の場合は、特定健診の結果にがん検診の結果も同封して送付すること。 

 

１１．各種帳票提出 

検（健）診実施担当、結果集計担当など各部門の責任者は、帳票が適正であるか必ず確認の

上、４週間以内に提出すること。 

発注者に対して、下記の特定健診及び若年健診の帳票を提出すること。 
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・請求書の根拠として受診日別集計表（基本項目・詳細項目・市追加項目受診数日別集計）を

１部 

・特定健診、若年健診の受診日別個人別結果表１部 

・特定健診の集計表（基本項目・詳細項目・市追加項目受診数日別集計）を各１部 

・特定保健指導対象者階層化リスト 

・若年健診、年度途中健診者の個別結果表 

 

１２．検（健）診データの作成・提出 

データの作成にあたっては、国保連合会に送付可能なデータ仕様に沿った形式で作成するこ

と。 

特定健診については、厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データで作成し、発注者

へ速やかに送付すること。 

 

１３．経費負担の範囲 

業務に必要な資機材、消耗品、印刷費、交通費、通信費、その他の費用は、特別な記載がある

場合を除き、受注者の負担とする。 

ただし、検（健）診に係る本仕様履行のための経費のうち、発注者への請求が妥当と考えら

れるものについては、本業務委託に係る事業者選定時の見積金額として算出しておくこと。 

 

１４．委託料の請求・支払い 

（１）委託料は、各検（健）診の契約単価（消費税込み、円未満切り捨て）にそれぞれの出来高

（受診件数）を乗じた額とし、必要に応じて人件費や通信費用などの諸経費を加算したもの

を事業終了後に各検（健）診ごとに発注者に請求すること。 

なお、関係法令や発注者の規則改正等で委託料の変更が必要な場合は、協議するものとす

る。 

（２）発注者は請求書を受理してから、その内容を点検し、適当と認めた時は３０日以内に受注

者に当該金額を支払うものとする。 

 

１５．業務の実施に関する打合せ等 

業務を円滑に遂行するため、実施に関わる検討会や連絡会等に参加するとともに、本仕様書

並びに契約書等に定めのない事項については発注者と協議し、業務完遂をめざし、積極的に協

力すること。 

 

１６．再委託等  

（１）受注者は、業務の全部を第三者に再委託することはできない。 

（２）受注者が業務の一部を第三者に再委託しようとする場合は、事前にその内容及び委託先の

名称、その他発注者が必要と求める事項を書面により報告のうえ、発注者の承認を得ること。 
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（３）再委託に生じる全ての責任は、受注者が負うものとする。 

（４）再々委託は認めない。 

 

１７．第三者に及ぼした損害 

（１）業務の遂行に伴い、通常避けることのできない理由により第三者に及ぼした損害を補償し

なければならないときは、発注者と受注者で協議してその負担額を定めるものとする。ただ

し、当該損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた

損害については、受注者の負担とする。 

（２）上記（１）に定めるもののほか、業務の遂行に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、受

注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべ

き理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 

（３）その他業務の遂行に当たり、第三者との間に紛争が生じた場合においては、双方が協力し

て処理解決に当たるものとする。 

（４）受注者は、上記に基づく損害が生じたときは、その事実の発生後、遅滞なくその状況を書

面をもって発注者に通知することとする。 

 

１８．その他  

その他、「高齢者の医療の確保に関する法律」等の関係法令に変更があった場合は、変更内容

に準じて実施すること。 

また、仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて協議するも

のとする。 

本業務は個人情報を取り扱う業務につき、別記「個人情報取扱注意事項」を遵守すること。 
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別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本事項） 

第１ 受注者は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情

報の保護に関する法律に基づき、当該事務の範囲内で個人情報の保護について、発注者と同様

の義務を負うものとする。 

（秘密の保持) 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を発注者の承諾なく他人に知ら

せ、又はこの契約による事務以外に使用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契

約による事務に係る個人情報の内容を他人に知らせ、又はこの契約による事務以外に使用して

はならないことその他個人情報の保護に関する事項を周知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （作業場所の指定） 

第３ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を発注者が指定する場所で処理しなければ

ならない。 

２ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所からこの契約による事務に

係る個人情報を持ち出してはならない。 

（厳重な保管及び搬送） 

第４ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事

故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送を行わなければならない。 

（個人情報の預託） 

第５ 発注者が受注者に対し個人情報を預託する際は、その授受を明確にするために、書面を取

り交わすものとする。 

（再委託の禁止） 

第６ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者（受注

者の子会社を含む。）にその処理を委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得

た場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定による委託を受けたものは、委託を受けた事務の範囲内で、個人情報の

保護について発注者と同様の義務を負うものとする。 

（委託事務以外の利用等の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報

を当該事務の処理以外に利用し、又は受注者以外のものに提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第８ 受注者は、発注者が指示し、又は承諾した以外は、この契約による事務に係る個人情報を

複写し、又は複製してはならない。ただし、当該事務の個人情報を処理する過程で派生的に作

成される電子ファイルは複製とみなさない。 

（事故発生時の報告義務） 

第９ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあるこ

とを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が

終了し、又は解除された後においても、同様とする。 
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（個人情報の返還又は処分） 

第１０ 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人

情報を速やかに発注者に返還するものとし、この授受においては書面を取り交わし記録を残す

ものとする。この場合において、個人情報を処分する場合は、速やかにこれらを廃棄し、又は

消去し、その旨書面により発注者に報告するものとする。個人情報を出力した媒体又は複製物

がある場合も、同様とする。 

２ 第８ただし書に規定する当該事務の個人情報を処理する過程で派生的に作成される電子ファ

イルについても、前項と同様とする。ただし、発注者の承諾を得て保有することができる。 

（措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第１１ 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反したときは、契約の解除及び損害

賠償の請求をすることができるものとする。 

（検査の実施） 

第１２ 発注者は、受注者の個人情報の取扱状況につき調査し、報告を求め、又は必要な指示を

することができる。 

（その他） 

第１３ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に定めるもののほか、個人情報の適正な管理のた

めに必要な処置を講じなければならない。 

 

 


